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第８回災害対策セミナー 「神戸1.17、あれから２０年、今、そしてこれから」

宅地地盤の安全性について

明石工業高等専門学校 鍋島康之

西宮市仁川百合野町 地すべり

宅地・都市地盤研究 WG 活動内容

 一般市民へ被災経験の伝承と防災情報の発信と教育

 若手技術者へ現行設計基準制定の経緯や理由の伝承

 開発事業者へ宅地被害および宅地開発で注意すべき点の伝承

まず，西宮市における宅地被害を
もとに，「宅地」の被害とその原因，
宅地開発時に注意すべき点および
今後の審査基準のあり方について
検討した．

また，宅地に関する耐震技術基準
等の変遷について整理した．

危ない地形 地域の防災に関する情報

ハザードマップの見方

防災・減災

設計基準の
変更（背景）

宅地造成の
ポイント

「宅地」をテーマとして取り上げる

① 一般市民

② 若手技術者 ③ 事業者

平成21～23年度 兵庫県南部地震を後世に伝承するための研究委員会
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地震による新しい被災形態の出現

平成7年（1995年） 兵庫県南部地震

六甲山南麓の丘陵地に造成された住宅地で，宅盤変動
（滑動崩落）に伴う地盤変状が数多く発生し，宅地特有
の被害として認識された．

「谷埋め型盛土」 「腹付け型盛土」

大規模谷埋め型盛土崩壊の典型的パターン

崩壊前イメージ 崩壊後イメージ

台地・丘陵地

斜面

低地

台地・丘陵地

斜面
低地
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宅盤変状箇所中央部の状況

兵庫県南部地震（1995年）

大規模腹付け型盛土被害状況

道路被害と下水道被害

下水管

－：下水道被害 －：道路被害

：切土 ：盛土 ：大規模崩壊箇所

道路被害
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被災前 被災後

盛土部分

大規模腹付け型盛土被害状況

河道閉塞

道路流出

西宮市仁川百合野町の崩壊現場

兵庫県南部地震（1995年）

兵庫県南部地震の発生とほぼ同時に，西宮市仁川百合野町において，幅約100m，長さ
約100mにわてって斜面が崩壊し，13戸の家屋を押しつぶし，34名の命が失われた。

兵庫県南部地震（1995年）による宅地変状27箇所の特徴

（地点） （地点）（地点）

（地点）（地点）（地点）

すべり層厚（ｍ） すべり層幅（ｍ） すべり層幅／すべり層厚

すべり層平均Ｎ 値 原地盤の勾配（度） 地下水位

※すべり層底からの水位／すべり層厚

既存の大規模盛土造成地盤における滑動崩落の危険性評価
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想定すべり面と地下水位との関係

兵庫県南部地震（1995年）による宅地変状の特徴
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地下水位と盛土厚さの関係

地下水位は移動土
塊中に存在した

すべり層底面からの水位(h)／すべり層厚（D）

h/Dが0.2以上に
なると宅盤変状を
起こしやすい

①地盤変状は谷埋め型盛土の変状と腹付け型盛土の変状に分けられる．

②原地盤の勾配は，谷埋め型盛土では10˚以下のところが多い．地下水位は
すべり層内に存在する所が大半であり，すべり層底面よりすべり層の1/3以
上の高さにあるところが多かった．

③腹付け型盛土では，原地盤の勾配が10˚以上のところが多い．地下水位も（
すべり層底面からの水位／すべり層厚）が1/3以上の高さを示すところと地
下水位が存在しないところが同数であり，他に1箇所は1/3～1/6であった．

④すべり層の厚さは，谷埋め型盛土及び腹付け型盛土ともに12m以下と薄か
った．

⑤対策工は鋼管杭を用いた抑止杭で行った．

⑥被災した宅地の大部分は，宅地造成等規制法制定（昭和37年(1962年)）以
前に盛土造成されている．

⑦旧谷地形などの地下水が集水しやすい場所での被災が多い．

兵庫県南部地震での宅地地盤変状と対策
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東北地方太平洋沖地震（2011年）における宅地被害

谷埋め型盛土崩壊

東北地方太平洋沖地震（2011年） 宮城県仙台市青葉区折立

東北地方太平洋沖地震（2011年）における宅地被害

谷埋め型盛土崩壊

東北地方太平洋沖地震（2011年） 宮城県仙台市青葉区折立
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宅地盛土被害

朝日新聞 平成23年5月1日

東北地方太平洋沖地震（2011年）における宅地被害

盛土領域で約50 ％ 、切盛境界領域で約25％、切土領域で約25 
％ であり、切盛境界を含む盛土区域の被害率が約75 ％ という
高い傾向が確認された。

東北地方太平洋沖地震（2011年）における宅地被害

腹付け型盛土被害

東北地方太平洋沖地震（2011年） 福島県福島市伏拝
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東北地方太平洋沖地震（2011年）における宅地盛土の被害形態

造成宅地の被災の素因として

は，盛土内の地下水位が高く、

傾斜地に造成されるとともに盛

土表面（宅地内の道路面） 勾配

が8 度前後と急で， 盛土の締り

具合が緩い（N 値0 〜5 前後），

かつ、増し積み擁壁など構造上

不安定な擁壁が多かったことが

あげられる。

門田ら、地盤工学会誌 61(4), 26-29, 2013

宅地造成等規制法（昭和37年）

昭和35年：神戸市により「傾斜地における土木工事の規制に関す
る条例」が制定．

昭和36年：集中豪雨により神戸、横浜等で、宅地造成地でがけ崩
れや擁壁の被害が多発．

昭和37年：「宅地造成等規制法」が制定．➪宅地造成の法制化
擁壁構造など技術基準が盛り込まれる。
地震時の規定はない。

兵庫県南部地震により広域の宅地被害発生により宅地防災マニ
ュアルが平成10年に改定。地震時の規定が盛り込まれる。
中越地震による被害を踏まえ，平成18年に改正。
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兵庫県南部地震（1995年）による宅地変状の特徴
被

災
率

（
%
）

造成年代

西宮市の大規模盛土造成地103地区（195断面）の造成年代と被災の有無

地滑り変状が発生した地区のうち，
90％以上が宅地造成等規制法（昭
和37年施行）前に築造された宅地

昭和36年以前に盛土造成された地
区のうち，50％以上が被災している

過去の開発・宅造許可台帳の調査
および明治19年(1886年)の古地図
と昭和33年(1958年)以降の地形図
との対比を行なうことで，103地区（
195断面）の造成年代と被災の有
無が判明．

平成22年度より大規模盛土造成地の
変動予測調査業務に着手

宅地地盤・宅地斜面の特徴

 宅地は個人資産（宅地の安全管理は個人の責任）

 小規模な宅地が多い（小さな構造物であり，大規模な移動に対
する対応が不十分）

 上載荷重が小さい（締固めが十分ではないことが多く，地山との
なじみの施工も不十分）

 地盤の強度不足は、建築構造物の基礎工で補う

 維持管理が行われない

 宅地斜面災害は個別対応は困難

 他の土構造物と同様，地震に対する基準がない
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大規模盛土造成地の滑動崩落対策の流れ（H26.10.1現在）

国土交通省HP 大規模盛土造成地の滑動崩落対策について

全国の変動予測調査の実施状況及び調査結果の公表状況
（H26.10.1現在）

大規模盛土造成地の滑動崩落予防対策を進めるためには、市町村等の地方公共団体
が変動予測調査を実施し、その結果を公表することで住民の滑動崩落被害に関する理解
を深め、危険箇所の滑動崩落防止工事を進めていくことが重要である。国土交通省では
、この取り組みを支援するために、予算制度や調査方法の技術的助言等を整備している
が、現状においては十分な進捗が図られていない状況である。

国土交通省HP 大規模盛土造成地の滑動崩落対策について


